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事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
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事　

課
）　
　

一

〇
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
財　

政　

課
）　
　

一

訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程�

（　
　

同　
　

）　
　

二

告

示

〇
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
の
措
置�
（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

二

〇
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期

間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
の
定
め
の
指
定�
（　
　

同　
　

）　
　

二

規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
号

　
　
　
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
四
項
の
見
出
し
中
「
東
日
本
大
震
災
」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」
を
加
え
、

同
項
中
「
同
じ
。）」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
五
項
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
東
日
本
大
震
災
」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」

を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
一
号

　
　
　
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

６�　

知
事
は
、
表
十
六
の
項
、
十
九
の
項
、
二
十
六
の
項
、
二
十
八
の
項
、
二
十
九
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
九
の

項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
五
の
項
、
五
十
一
の
項
か
ら
五
十
六
の
項
ま
で
、
五
十
九
の
六
の
項
、
六
十
一
の
項
、
六

十
二
の
四
の
項
、
六
十
七
の
項
、
九
十
二
の
項
、
百
十
三
の
項
、
百
十
九
の
二
の
項
か
ら
百
十
九
の
四
の
項
ま
で
、

百
二
十
の
項
か
ら
百
二
十
三
の
項
ま
で
、
百
三
十
の
項
、
百
三
十
二
の
項
、
百
四
十
九
の
項
、
百
六
十
の
項
、
百
七

十
六
の
項
、
百
八
十
五
の
項
、
百
九
十
の
項
、
二
百
の
項
及
び
二
百
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
、
二
百
一
の
五
の

項
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
（
同
項
の
下
欄
２
に
掲
げ
る
も
の
の
交
付
を
申
請
す
る
者
を
除
く
。）
並
び
に
二
百
三
の
項
、

二
百
八
の
項
か
ら
二
百
十
の
項
ま
で
、
二
百
十
三
の
項
、
二
百
十
四
の
項
、
二
百
十
九
の
項
、
二
百
二
十
八
の
項
、

二
百
三
十
一
の
項
、
二
百
四
十
六
の
項
、
二
百
四
十
七
の
項
、
二
百
五
十
六
の
項
、
二
百
五
十
八
の
項
、
二
百
六
十

の
項
、
二
百
六
十
二
の
項
、
二
百
七
十
一
の
四
の
項
、
二
百
七
十
二
の
項
、
二
百
七
十
三
の
項
及
び
二
百
八
十
六
の

項
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を

免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
令
和
元
年
十
月
十
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
再
交
付
、
許
可
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
項
の
下
欄
に
掲

げ
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
六
項
の
見
出
し
中
「
東
日
本
大
震
災
」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」
を
加
え
、

同
項
中
「
同
じ
。）」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
七
項
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
東
日
本
大
震
災
」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」

を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

　

議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

議
会
に
係
る
財
務
事
務
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
の
見
出
し
中
「
東
日
本
大
震
災
」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」
を
加
え
、

同
項
中
「
い
う
。）」
の
下
に
「
又
は
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
号

　

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
の
被
災
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年

宮
城
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す

る
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益

措　

置　

の　

対　

象　

者

延
長
後
の
満
了
日

食
品
衛
生
取
締
条
例
（
昭
和
三
十
年
宮
城

県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
く
つ
け
物
（
魚
介
類
及
び
食
肉
の
も

の
を
除
く
。）
加
工
業
、
魚
介
類
加
工
業

又
は
生
食
用
の
ほ
や
若
し
く
は
う
に
の
む

き
身
処
理
加
工
業
の
登
録

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
伴
う
災
害
に
関
し

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
に
営
業

所
を
有
す
る
者

令
和
二
年
三
月
三

十
一
日

食
品
衛
生
取
締
条
例
第
四
条
の
規
定
に
基

づ
く
魚
介
類
（
生
き
て
い
る
も
の
を
除

く
。）
の
行
商
の
登
録

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
伴
う
災
害
に
関
し

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内

を
主
た
る
営
業
地
域
と
す
る
者

令
和
二
年
三
月
三

十
一
日

浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
条
例
第
十

九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

浄
化
槽
保
守
点
検
業
の
登
録
又
は
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
更
新
の
登
録

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
伴
う
災
害
に
関
し

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内

に
住
所
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
（
仙
台
市
の

区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
浄
化
槽
保
守
点
検

業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
限
る
。）

令
和
二
年
三
月
三

十
一
日

屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城

県
条
例
第
十
六
号
）
第
四
条
又
は
第
五
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
告
物
等
の
表

示
又
は
設
置
の
許
可

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
伴
う
災
害
に
関
し

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内

に
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）
を
有
す
る
者
（
仙
台
市
の
区
域
に

お
い
て
広
告
物
等
を
表
示
し
、
又
は
設
置
し
よ

う
と
す
る
者
を
除
く
。）

令
和
二
年
三
月
三

十
一
日

屋
外
広
告
物
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
屋
外
広
告
業
の
登
録
又
は

同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
更
新
の
登

録

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
伴
う
災
害
に
関
し

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内

に
住
所
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
（
仙
台
市
の

区
域
に
お
い
て
屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
す
る

者
を
除
く
。）

令
和
二
年
三
月
三

十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
八
号

　

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
の
被
災
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年

宮
城
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
も
の
は
、
食
品
衛
生
取
締
条
例
（
昭

和
三
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
と
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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